
 

有機農業の産地づくりを推進し、有機農業の取組の拡大を図るため、 

一関地方有機農業推進協議会に加入している農業者の 

有機 JAS認証の取得及び更新に要する経費に対し、 

予算の範囲内で補助します。 

対象経費 補助金の額 

有機 JAS認証を新たに取得しようとする経費 

（認定申請料、実地検査料、判定料、諸経費、認定講習会受講料、初回手数料等） 

対象経費の２分の１以内の額 

(限度:５万円) 

有機 JAS認証の更新に要する経費(転換期間中も含む) 

（認定申請料、実地検査料、判定料、諸経費、認定講習会受講料等） 

対象経費の２分の１以内の額 

(限度:３万円) 

有機 JAS認証の団体認証を新たに取得しようとする経費 

（認定申請料、実地検査料、判定料、諸経費、認定講習会受講料、初回手数料等） 

対象経費の２分の１以内の額 

(限度:有機農業の取組人数×３万円) 

有機 JAS認証の団体認証の更新に要する経費(転換期間中も含む) 

（認定申請料、実地検査料、判定料、諸経費、認定講習会受講料等） 

対象経費の２分の１以内の額 

(限度:有機農業の取組人数×２万円) 

 

 

有機 JAS認証を新たに取得しようと 

する市内のほ場で有機農業を行う 

個人又は法人 

有機 JAS認証を更新しようとする 

市内のほ場で有機農業を行う 

個人又は法人 

①又は②の者が 

構成員となっている団体 

① ② ③ 

① 有機 JAS認証を取得・更新する前に補助金交付申請書を市へ提出(様式１,２,３号、事業費算出の根拠資料) 

② 一関市から補助金交付決定を受けたら、有機 JAS認証の取得・更新 

③ 事業実績書(様式５,２,３号、認証証明書、認証取得・更新費用の分かる書類)、請求書を市へ提出 

④ 補助金のお支払い 

【お問い合わせ先】一関市 農林部 生産流通課 

TEL:0191-21-8427 FAX:0191-21-4221 

※①②③いずれの補助対象者も一関地方有機農業推進協議会に加入する必要があります。 


